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平成23年10月18目

都道府県医師会介護保険担当理事殿

日本医師会常任理事

　　三上　裕司

　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令について

　　　　　　　　　　（老人福祉法および介護保険法関係）

　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（平成23年法律第37号）」において、老人福祉法および介護保険法の改正がなされ、従

来厚生労働省令で定めることとされていた施設基準等については、都道府県または市町村の

条例で定めることとされました。都道府県または市町村が条例を定めるに当たっては、それ

ぞれの事項ごとに、

　　①厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの（従うべき基準）

　　②厚生労働省令で定める基準を標準として定めるもの（標準）

　　③厚生労働省令で定める基準を参酌するもの（参酌すべき基準）

　とされているところであります。

　これに伴い、厚生労働省令で定められている施設基準等につき、　「従うべき基準」、　「標

準」および「参酌すべき基準」に区分する等の省令改正として「地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省

関係省令の整備等に関する省令（平成23年厚生労働省令第127号）」が公布され、平成24年4月

1日から施行されることとなり、厚生労働省老健局長より都道府県知事等宛てに、施行通知が

発出されました。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会

への周知方宜しくお願い申し上げます。



記

（添付資料）

・「地域の自主性及び自立『生を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令について（老人福祉法及び介護保険法関係）」

の送付について

　（平23．10．11老老発1011第1号　厚生労働省老健局老人保健課長　通知）

・官報（平23．10．7　号外第218号）

以上
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老老発1011第1号
平成23年10月11日

社団法人日本医師会会長

　原中　勝征　殿

一一…
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令につ

　　　　　いて（老人福祉法及び介護保険法関係）」の送付について

　日頃より、介護保険制度の円滑な実施にご尽力いただきまして厚く御礼申し

上げます。

　さて、標記につきましては、別添の通知を平成23年10月7目付けで各都

道府県知事、指定都市市長及び中核市市長宛て送付しましたので、その趣旨を

ご了知いただき、傘下会員に対する周知方よろしくお願いいたします。
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厚生労働省老健局

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令に

ついて（老人福祉法及び介護保険法関係）

　　r地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成23年厚生労働

省令第127号）」については、本日公布され、平成24年4月1目から施行されるとこ

ろであるが、その趣旨及び主な内容のうち、老人福祉法（昭和38年法律第133号）及

び介護保険法（平成9年法律第123号）に係るものについては下記のとおりであるので、

十分御了知の上、管内市町村（特別区を含む。）をはじめ、関係者、関係団体等に対し・

その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。



記

第1　改正の趣旨

　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成23年法律第37号）において、老人福祉法及び介護保険法の改正

がなされ、従来、厚生労働省令で定めることとされていた施設基準等について、都道

府県又は市町村の条例で定めることとされた。

　また、都道府県又は市町村が条例を定めるに当たっては、施設基準等に定められた

事項ごとに、

①厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの（以下「従うべき基準」という。）

②　厚生労働省令で定める基準を標準として定めるもの（以下「標準」という。）

③厚生労働省令で定める基準を参酌するもの（以下「参酌すべき基準」という。）

とされているところである。

　これに伴い、厚生労働省令で定められている施設基準等につき、「従うべき基準」、

「標準」及び「参酌すべき基準」に区分する等、所要の省令改正を行う。

第2　改正の概要

一　老人福祉法関係

（1〉養護老人ホーム設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号）及

　び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46

　号）に定める基準につき、以下のとおり区分する（第2条及び第3条関係）。

　①「従うべき基準」

　　・　養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数

　　・　養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積

　　・　養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であって、入

　　　所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連する

　　　ものとして厚生労働省令で定めるもの

　②r標準」

　　・　養護老人ホームの入所定員

　③「参酌すべき基準」

　　・　①及び②に掲げる基準以外の基準

（2）　「参酌すべき基準」とされている特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護

　老人ホームの居室定員について、　r4人以下」をr1人」に改める（第2条及び

　第3条関係）。



二　介護保険法関係

（1）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚

　生省令第37号）に定める基準につき、以下のとおり区分する（第5条関係）。

　①「従うべき基準」

　　○基準該当居宅サービス

　　・　基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

　　・　基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積

　　・　基準該当居宅サービスの運営に関する事項であって、利用する要介護者の

　　　サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接

　　　に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

　　○指定居宅サービス

　　・　指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

　　・　指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

　　・　指定居宅サービスの運営に関する事項であって、利用する要介護者のサー

　　　ビスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関

　　　連するものとして厚生労働省令で定めるもの

　②r標準」

　　・　基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員

　　・　指定居宅サービスの事業に係る利用定員

③「参酌すべき基準」

　　・　①及び②に掲げる基準以外の基準

（2）指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

　令第39号）に定める基準につき、以下のとおり区分する（第6条関係）。

　①「従うべき基準」．

　　・　指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数

　　・　指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積

　　・　指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者の

　　　サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接

　　　に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

　②「参酌すべき基準」

　　・　①に掲げる基準以外の基準

（3）介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第

　40号）に定める基準につき、以下のとおり区分する（第7条関係）。なお、療

　養室、診察室及び機能訓練室並びに医師及び看護師の員数に関する基準について

　は、厚生労働省令で定めるところによるものとする。



①「従うべき基準」

　・　介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員

　　数

　・　介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサー

　　ビスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関

　　連するものとして厚生労働省令で定めるもの

②「参酌すべき基準」

　・　療養室、診察室及び機能訓練室並びに医師及び看護師の員数に関する基準

　　並びに①に掲げる基準以外の基準

（4）指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生

　労働省令第34号）に定める基準につき、以下のとおり区分する（第8条関係）。

　①「従うべき基準」

　　・　指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員

　　　数

　　・　指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積

　　・　小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

　　・　指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入

　　　所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに

　　　秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

　②r標準」

　　・　指定地域密着型サービスの事業（小規模多機能型居宅介護及び認知症対応

　　　型通所介護の事業を除く。）に係る利用定員

　③「参酌すべき基準」

　　・　①及び②に掲げる基準以外の基準

（5）指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

　ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚

　生労働省令第35号）に定める基準につき、以下のとおり区分する（第9条関係）。

　①「従うべき基準」

　　○基準該当介護予防サービス

　　・　基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の

　　　員数

　　・　基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

　　・　基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は

　　　入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並び

　　　に秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

　　○指定介護予防サービス

　　・　指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数



　・　指定介護予防サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

　・　指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所

　　する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘

　　密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

②r標準」

　・　基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員

　・　指定介護予防サービスの事業に係る利用定員

③「参酌すべき基準」

　・　①及び②に掲げる基準以外の基準

（6）指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地

　域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

　る基準（平成18年厚生労働省令第36号）に定める基準につき、以下のとおり

　区分する（第10条関係）。

　①「従うべき基準」

　　・　指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従

　　　業者の員数

　　・　指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

　　・　介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事

　　　業に係る利用定員

　　・　指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利

　　　用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに

　　　秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

　②r標準」

　　・　指定地域密着型介護予防サービスの事業（①に掲げるものを除く。）に係

　　　る利用定員

　③「参酌すべき基準」

　　・　①及び②に掲げる基準以外の基準

（7）健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130

　条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医

　療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）に定

　める基準につき、以下のとおり区分する（附則第9条関係）。

　①「従うべき基準」

　　・　指定介護療養施設サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の

　　　員数

　　・　指定介護療養型医療施設に係る病室の床面積

　　・　指定介護療養型医療施設の運営に関する事項であって、入院する要介護者

　　　のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密



　　接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

②「参酌すべき基準」

　・　①に掲げる基準以外の基準

（8）　「参酌すべき基準」とされている指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老

　人福祉施設の居室定員について、　r4人以下」をr1人」に改める（第6条及び

　第8条関係）。

三　経過措置（附則第2条、附則第3条及び附則第4条関係）

　特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設及

び指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員に関する基準の改正に伴い、以下の

経過措置を設けることとする。

①　この省令の施行の目から起算して1年を超えない期間内において、都道府県又

　は市町村の条例が制定施行されるまでの間においては、改正後の特別養護老人ホ

　ーム等の居室定員に関する基準について、「1人」とあるのは、「4人以下」と

　する。

②　条例の制定施行の際現に存する特別養護老人ホーム（基本的な設備が完成して

　いるものを含み、当該条例の制定施行の後に増築され、又は全面的に改築された

　部分を除く。）等について、改正後の居室定員に関する基準を適用する場合にお

　いては、「1人」とあるのは、「4人以下」とする。

第3　留意事項

（1）各施設基準等における「従うべき基準」、　「標準」及び「参酌すべき基準」の区

　分の詳細については、別添を参照されたい。

（2）なお、　「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」については、「地方

　分権改革推進計画について」　（平成21年12月15目閣議決定）において、以下

　のとおり定義されているところ、十分留意されたい。

　・「従うべき基準」

　　　　条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、

　　　当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容される

　　　ものの、異なる内容を定めることは許されないもの。

　・r標準」

　　　　法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、

　　　地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの。

　・「参酌すべき基準」

　　　　地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異な

　　　る内容を定めることが許容されるもの。



（3）条例により基準を定めるに当たっては、附則第2条第2項、附則第3条第2項及

　び附則第4条第2項に規定する経過措置の趣旨を踏まえ、既存の施設に対する取扱

　につき十分留意されたい。

（4）なお、今後とも随時基準の改正が行われる可能性があり、条例により基準を定め

　るに当たっては十分留意されたい。

第4　施行期日

平成24年4月1日



（別添）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の口部の施行に伴う厚生

労働省関係省令の整備に関する省令における基準の整理について

（老人福祉法関係）
●τ従うべき基準」及びr橿準』に該当するもの｛それ以外の基準はr参酌すべき基準1）．

●地方分権一括法における根拠法令　　　　●対“省令名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●条項

①人員配置基準r従うべき基準』

第5条

第42柴において準用する努5条

第59条において準用する第5条

第63条におし、て準用する第5柴

算6条

第42条において準用する第6彙

第59条において準用する第6条

第63条において準用する第6条
老人福祉法

h条

特別養護老人ホームの設備

yび運営に関する基準 第12条

第15条箪7項

第37条第8項

算40条第2項及び第3項

算63条におし、て準用する鋸40条第2項及び第3項

箪56条〔算13項を除く）

第57柴第7項

第62条第8項

第5条

老人福祉法
P7彙

養護老人ホームの設備及び
^営に関する基準

第6条

第12条

②居室面積基準「従うべき基準J

第”条第3項第1号・第4項第1号，、

第35条第4項第1・号イ（4X床面積の規定に限る．）

老人福祉法

h条

棚横議老人ホームの設備
yび運営に関する基準

第55条篤3項劣1号・第4項第1号ハ

第61乗算4項第1・号イ（4X床面積の規定に限る・〕

附則第3条第1項〔第”条第4項第1号ハ及び第55条第4項第1号ハに係る部分に限る．）

第1丁条冤3項第1号・第4項第1号ロ
老人福祉法
P7条

養護老人ホームの設備及び

^営に関する基準 附則露2項（第11条箪4項第1号口に係る部分に限る．）

③人権に直結する運営基準等r従うべき基準』

第15柴算4項及び第5項

第16条第8項

第22条

第42条において準用する第22条

第閥条

第42条において準用する第28条

第59条において準用する第28条

第63柴において準用する第28条

老人福祉法

P7桑

特別養置老人ホームの設備

yび運営に関する差準
第31条

第42条において準用する第31彙

第59条において準用する箪31条

第63条において準用する第3壕

第36条算6項及び集7項

第63条において準用する第36柴篤6項及び第7項

第3壕算9項

第57条第8項

第62条第9項

第16条莞4項及び箪5項

老人梧祉法
P7条

養議老人ホームの設慌及び

^営に関する基準
第26条

第29条

④利用定員「標準』

老人福祉法
P7条

養護老人ホームの設備及び

ﾓ営に閨する基準
第1c柴

※特別聾匝老人ホームの屠盛定員は覗行の4人以下から1人に敏毘，
⊂特別墓護老人ホームの鮫儀没び運賞に関する“第11象纂4項第1号イ・篤邸豪篤4項算1号イ⊃
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（介護保険法関係）
●「従うべき基準』及び「毒準」に該当するもの（それ以外の基準はr参酌すべき基準」）。

●地方分権一括法における根拠ま令　　　　　●対象省令名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●条項

①人員配置基華「従うべき基準」

箪2条

第13染筆7項

第21条
介護保険法

W8条

指定介護老人樗阯施設の人
�D設備及び運営に関する基準 蕗49条において準用する第21条

驚43条第a項

第47条篤2項及び篤3項

第2条（医師及び看護師の員数に係る部分を除く．）

箆23条
介護保検注

X7条

介護老人保健施設の人員、施

ﾝ及び設備並びに運営に関す

髟髀�・ 第50条において準用する鑑23条

第48条第2項及び第3項

葺2柴

箪22柴

第50条において準用する第22粂

第48条算2項及び擦3項

介護保険麸

P10条
o介護サービスの基盤強化のための介護保険

@等の一部を改正する法律による改正後の
注N保険決答の一部を改正する法律附則第
S三十条の規定によりなおその効力を有する
烽ﾌとされる同法第二十糠の規定」こよるミ虻

ｳ前の介腰保険法）

指定介護療養聖医療施設の人

�A設債及び蓮営に関する苗準
附則第4条

附則第5条

附則第6条

附則第18条

附則第19条

集5象

第6柴

★第40条

★第4峰

第45条

第46条

箪50粂第4号

★第55条

★第56条

★第58条において準用する第50条第4号

箆60柴

第61条

第76条

第85条
介護保険法
S2乗、74粂

指定居宅サーゼス等の事集の

l員、設備及び運當に関する墓
�〔★は墓準該当に係る蓋準｝ 第93条

第94条

第105条の4

簾105条の5

★第106柴

★第107条

第111条

第121条

第122条

第130条第6項

第140条の8第7項

第↑40条の11の2第2項及び算3項

★第140条の2フ

★第140条の28
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、

●地方分権一括法における根拠法令 ●対象償令名 ●条項

★第140条の32において準用する第130条第6項

箪142条

第了55条の10の2郭2項及び第3顎

第175条

第1フ6条

筆鴨2条の4

介護保険法
S2条、フ4条

指定居宅サービス等O事案σ》

l員、設備及び運営に関する基

�（★は基準該当に係る基準）
露tg2条の5

第194条

第195条

★第205灸の2

★第2D6条において準用する第195条

鋸2gs条

第209条

第5条

第8条

★算41柴

★鋸42柴

雛？乗

舞48彙

第57条第4号

★鋸58柴

★第59柴

★鋸引条において準用する第57条第4’号

第63条

第54条

第四条

第88柴

第9壕

纂98条

★第112条

★第“3条

第“7条

介護保険法
T4条、”5条の4

指定介護予防サービス等の事

ﾆの人員、設備及び運営並びに
w定介護予防サービス等に係
驩諟�¥防のための効果的な
x援の方途に関する基準
i★は基準該当に係る基準｝

第129条

第130条

第145条擁6項

第157条第2項及び第3項

第16燥第7項

★第180条

★第181条

★第185条において準用する第145条第6項

第187条

第208条第2項及び第3項

第231条

第232条

第255条

第256条

第266柴

第267条

★第2了9条

★第280条において準用する第2留乗

第282条

第283条
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●地方分権一括渋における撮拠法令 ●対象省令名 ●条項

第δ条

第7条

第42条第’1項、第3項、第4項及び第5項

箪43条

知5条

箪4フ象

第63条

第64条

第65条

影go条

影9條

介護保険法

V8条の4

指定地域密着型サ→fスの事
ﾄの人員、設備及び運営に関す
驫譓�　　　　　　　　　　　　　’

算92条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第110条

軍”1条

毎131条（第14項を除《．）

算139条第7項

算146条

第163染第8項

第167条第2項及び第3項

附則第2条

附則第3条

附則箪5粂

附則第6条

算5条箏1項、第3項、第4項、第5項

第6乗

夢8条

笥。条

纂44条

纂45条

算46条
介護保険法
P15条の14

指定地域密着型介護予防サー
rスの事案の人員、設備及び運
c並びに指定地域密鑑型介護
¥防サービスに係る介護予防
ﾌための効果的な支援の方法

ﾉ関する蓋皐

第70条

第71粂

第72条

附則第2条

附則第3条

附則纂5奈

附嗣第6条

②居室面積基準「従うべき基準」

纂3条繁1項筆1号ロ

介護保険法

W8条

指定介護老人籍祉施設の人

�A設備及び運営に関する騨
第40柴繁1項締て号イ｛3X床面積の規定に限る・）

附則第4条第1項（第3条第1項第1号目に探る留分に限る．⊃

第3豪男2項第2号

薬煉第2項篤2号

第5乗算2項第2号

介護保険法

P10条
i介護サ→fスの基盤強化のための介護保険

@等の一部を改正する法律による改正後の
注N保険法等の一郎を改正する法律附飼第
S三十条の規定によりなおその効力を有する

烽ﾌとされる同法第二十六条の規定による改

ｳ前の介護保険法〕

指定介護療養聖医療麓設の人
�A設備及び運営に関する菖推 第39条第2項第1号イ〔3X床面積の想定に限る．｝

算40条第2項第一号イ偽X床面積の規定に限る●〕

第覗乗算2項第1号イ（3X味面積の規定に限る．）

第105条の7第1項（専用の居室に限る●）及び第2項

第112条第1項

第124条第3項算1号・第6項第1号ロ

第140条の4第6項第1号イ（3）〔床面積の規定に限る・）

★第140条の30第1項箪1号、第2項第1号口
介護保険法
t4条　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

指定居宅サービき等の事象の

l員、設備及び運営に関する基
�（★は基準該当に係る基準） 第143条第1項鋸1号〔療養豊に係る却分に限る、1・第2号・第3号・第4号イ（病室に係る部分に限

第155条の4第1項第1号‘療養蜜に係る部分に限る．）・第2号・第3号・第4号｛病室に係る部分1こ

附則傷3条（箔124条第6項第1号ロに係る部分に限る．）

附則第8条

附則第12条
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●地方分権一括法における視拠法令 ●対象雀令名 ●条項

第118条第1項

第132条覧3項第1号・第6項第1号口

第153粂：筆6項第1号イ（3X床面積の規定に限る．》

★拓183粂纂τ項第t号・第2項第1号口

第188条第1項第1号（療養室に係る部分に限る．⊃・第2号・第3号・第4号イ〔病室に係る部分に限

介護保険法

h5条の4

指定介議予防サーゼス等の峯

モﾌ人員、設備及び運営並びに
w定介護予防サービス等に係
驩諟�¥防のための効果的な
x援の方俵に関する基準
i★は基準該当に係る基準）

第205条鋸1項第マ号〔探春室に係る部分に限る．）・第2号・第3号・第4号｛病室に係る部分に限

附則第2条（第132条第6項第1号口に係る部分に限る．〕

★附則第4条‘第183条第2項第1号ロに係る毎分に限る．）

附則第8象

附則簾12彙

第67条第1項（宿泊室に殴る．）・第2写巨篇2号口

覧93条第2項《居室に限るの・第4項

介護保険法

V8条の4

指定地域密着型サ→ゴスの事

ﾄの人員、設備及び運営に関す

驫譓�

筆132条第1項第1号口

第160条第1項第1号イ｛3X味面積の観：定に限る．）

附則第1壕第傾

第48柴第1項（宿泊室に限るの・第2項第2号ロ

介護俣賎法
P15条の14

指定地煽密着型介護予防サー
rスの事案の人員、詮磧及び運
c並足∫に指定地域密董型介護

¥防サーゼスに係る介護予防
ﾌための効果的な支援の方法

ﾉ関する着準
第73条第2項【居室に限る．〕・第4項

③人権に直結する運営基準等r従うべき基準」

篤4柴第1項

箪49柴において準用する第4条第1項

第4条の2

第49条において海用する第4豪の2

繁11条第4項及び鋸5項

算13条第8項

第19桑介謹保鹸法

W8条

指定介護老人福祉施設の人
P般備及び還営に関する菖準 算49柴において準用する第19条

第30条

第49条において準用する第30粂

露35条

第49条において準用する第35条

第42条纂6項及び隻7項

第43柴男9項

第5粂第て項

繁50条において準用する第5条篤1項

露5条の2

蜘条において準用する第5条の2

第13条第4項．篤5項

第15条

第50柴において準用する第15桑
介穫保険法

X7柴

介蹟老人保健施設の人員、施

ﾝ及惑設慌並びに運営に関す

驫譓� 第18条第7項

第32条

第50条において準用する第32条

第36条

第50条において準用する第36条

第4諌算6項、舞7項

第44条第8項

第6条第1項

第5D条において準用する第6条第1項

第6条の2

第50条において準用する第6条の2

第14条第4項、第5項

第15条

第50条において準用する第16乗

介護保険法

go条
ﾄ介護サーピスの甚盤強化のための介護保険

@等の一部を改正する法律による改正後の

抽ﾂ保険法等の一部を改正する法律附副第
S三十条の規定によりなおその効力を有する

烽ﾌとされる同法第二十六条の親定による改

ｳ前の介謹保険法）

指定介護僚養型医療施設の人
�A設備及び運営に関する墓準 第18柴第7項

第30条

箪50条において準用する第30条・

第34条

第50柴において準用する期4条

繁絶条纂6項．据7項

第“条第8項
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●地方分権一括渓における根拠銭金 ●対象省令名 ●条項

第8乗第1項

★第43条において準用する第8条第1項

第54粂において準用する第8条第1項

★第58条において準用する篤8条第1項

鋸74条において準用する第8条第1：頃

第83条において準用する第8条第1：項

第91条において準用する第8条第1項

箆105条において準用する第8条纂1項

★第109条において準用する第8象箪1項

第119条において準用する舘8条箪1項

驚205条におし、て準用する第8条第1項

★第206条において準用する第8粂第1項

第216象において準用する第8桑箒1現

第9受

★第43条において準用する第9条

第54条において準用する第9条

★第58柴において準用する第9条

第74条において準用する第9柴

第83条におし、て準用する箪9条

第91条において準用する第9擬

第105条において準用する第9条

筥105条の19におし、て準用する第9条

★第109条におし、て準用する第9秦

第119条におし、て準用する第9桑

第140条において準用する纂9条

第140条の13において準用する第140葉において準用する第9条

介護保険法

V4条

指定居宅サービスすの事案の
l員、設儲及び運営に関する基

�（★ば基準該当に係る善導）
★第140条の32において準用する第9粂

第155豪におt、て準用する第9柴

第155条の12において準用する第155彙において準用する第9条

第205条において準用する第9条

★第205条において準用する第9条

第216条において準用する第9条

勲5条

第33条

★第給条において準用する第33条

第54条において準用する篤33条

★第58条において準用する篤33条

第14柴において準毘する纂33祭

第83条において準用する第33粂

第91劇：おいて準用する第33条

第105染において準用する第33条

第105条の19において準用する第33条

★第109条において準用する蜘3条

鰍19条におし、て準用する第33条

第140条におし、て準用する第33粂

第140条の13において準用する第140条において準用する算33条

★第鱒O条の32において準用する∬33条

第155条において準用する第33粂

第155象の12において準用する第155柴において準用する第03条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』謔P92条において準用する第33条

第192条の12において準用する第33粂

第205条において準用する第33条

★第206条において担用する第33条
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●地方分権一括巌における裡拠法令 ●対象省令名 ●柴項

第216柴において準用する第調柴

第37条

★第43条において準用する篶37条

篤54条において準用する第37条

★第58条において準用する第37条

知4条において準用する第37柴

第83条において準用する第37粂

第9壕において準用ずる第37条

第105乗において準月する第37条

第105条の19にSいて準用する第37条

★寮109条において準用する鋸37条

第119条において準用する第3？条

筆1尋O条において準用する鋸3り条

第140条の13において準用する第140条において準用する第37条

★第140条の32において準用する第37条

鋤55剰こおいて準用する揃壕

第155条の12において準用する第155県において準用する第37乗

第192条において葺用する集3操

　　　　　　●

w定居宅サーゼス等の事婁の
l員、設備及び蓮営に関する基
�【★は菖準該当に係る蓄準）

箔192袋の12において準用する筥37条

葵205条において犀用する第37条

★繁206柴において準用ずる第37条

第216条において準用する第37条

★第42条の2

算69条〔紡悶看護計画書及ぴ莇問着謹報告書の擾出に伍る都分を除く．〕

介護保険法

V4条
動1条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第105粂の8第1項

第125乗繁1項

舞140粂の蓄3において準用する繁125条第1項

★驚140条の32において準用する第125条第1項

鋸155条において埠用する第↑25柴紹1項

第155条の↑2において準用する第155条において準用する第125粂第1項

蜘2晩第4項及び露5項

★第140条の32において準用する第128条第4項及び第5項

第130条第7項

★第140条の32において準用する第130豪第7項

算140県の7第6項及び露7項

第140条の3第8項

知4瞭算4項及び露5項

第τ48条

第155乗の控において準用する第148乗

箪150条算6項

集155条の6纂6項及び擁7項

第155条の7第7項

第17瞭第1項門算3項

第179条獅項及び第2項

第192条の12において準用する第179条第1項及び第2項

第183条第4項及び第5項

第192条の｛2において準用する第183染第4項及ぴ鋸5項

第192条の7第1項～第3項
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●地方分権一括渋における根拠法令 ●対象竃令名 ●条項

覧8条第1項

★第45条において準用する第8条第1項

第55条において準用する第8条第1項

★籤引条において準用する第8条第1項

篤74条において準用する第8条算1項

第84条において準用する第8条第1項

第93条において準用する第8条第1項

第丁0？条において準用する第8条第1項

★第1蔦条において準用する第8粂第1項

第123条において準用する第8柴第1項

第276条において準用する第8条第1項

★第280条において準用する第8条第1項

篤289象において準用する第8桑第1項

第9柴

★第45象において準用する第9条

第55条において準用する第9条

★第61粂において準用する第9条

篤74乗において準用する第9条

篤84条において峯思する嘉9条

錦93条において準用する第9条

第1田粂において準用する第9条

★第115柴において準用する第9条

獅閥条において準用する第9条

第142条において準用する纂9条

第159条において準用する第142条において準用する箪9粂

★第185条1＝：おいて準用する第9条

介護保険渋
P15条の4・

獅95条において準用する第9条

第210染において準用する第195柴において準用する第9柴

第2％条において準用する纂9条

★第280条において準用する第9条

指定介議予防サァビス等O事
モﾌ人員．設備及び迩言並びに
w定介護予防サービス等に係
驩魲｢予防のための効果的な
x媛の方法に関する茜a
i★は暮準骸当に係る基準）

@　　　　　　　・

第289条において準用する第9条

第22柴

第3燥

★第45柴において準用する勤1条

第55条において準用する鱒1条

★第引条において準用する繁31柴

第74条において準用する篤3傑

第桝条において準用する篤3、条

第93条において準用する篤31条

鰍07条において準用する第訓条

★第115条1において準用する第31柴

第123条において準用する第31条

第1覗粂において準用する第31条

第159条において準用する第”2条において準用する第31条

★第185条において準角する第31条

蜘95条において準用する第31柴

第210条において準用する第195条において準用する第31条

第245条において準用する第31条

第262条において準用する第3峰

第276条において準用する鋤1粂

★第280柴において準用する第31条

撤89条におし、て準用する第31条

鶏5条
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●地方分権一括浅における根拠訣令 ●対象省令名 ●条項

★第45条において準用する第35条

第55条において準用する第35柴

★第61条において準用する第35条

篤74条において準用する第35条

第84条において準用する第35柴

第93条において準用する第35条

第10濠において準用する第35条

★第“5条において準用する篤35条

第123条において準用する第35条

第142条において準用する算35条

第159条において準用する第142条において準用する第35粂

★第⑱5条において準用する鰺35条

第195粂におし・て準用する第35条

集210条において準用する第195条において準用する第35条

第2菊藻において準用する鋸35条　　　、

筆262条において準用する第35条．

第275条『論いて準用する第3諌

★第280条において準用する第35条

第289象において準用する纂35条

★纂44条

第70粂

期壕第1項～繁3項介護保険法
P15条の4

指定介護予防サービス等の事
ﾄの人員、設備及ぴ運営並びに

w定介護予防サービス等に便
驩諟�¥防のための効果的な
x援の方法に関する茜準
i★は基準該当に爆る暮準〕

第133条露1項

第159乗1こおいて準用する第133条第1項

★第185条において準用する第，33条第1項

第195乗において準用する第133条第1項

鰭鶉O象において準用する第195条において準用する鰯133条第1項

第136条

第159条において準用する第136条

★第185条において準用する第136条

第τ45条第7項

★第1ε5条において準用する第↑45条第7項

第161条第8項

第191条

雛1①粂1こおいて準用する第191条

第198条

第200乗第6項

第212条第7項

筆234条第1項一第3項

第235条第1項及び第2項

第之6乞条において準用する第235条露1項及び繁2項

第239条

第262柴におし、て準用する露239条

第258条繁1項一第3項

一9一



●地方分権一括法における損拠ま令 ●対象賓令名 ●条項

第9条第1項

第61条において準用する第9条第1項

第88条において準用する第9条第1項

第1D8条で準用する第9条第1項

語157条において準用する第9条第1項

鍔169条において準用する第9条第1項

第10条

算61条において準用下る第、O条

纂88条において準用する鋤0条

第1D8条において津用する露10条

第157条において準用する第10条

第169条において準用する第10条

第26条

第3條

鋸引条において準用する第34条

算88条において準用する第34条

蕗108条において準用する鋸34条

第129条において準用する鋼4条

第38乗

算61条において準用する第38条
介護保険遥

緒�ﾌ4

指定地域虚着型サービスの事

モﾌ人員、設耀及び運営に関す

髀ﾒ準 第88条において準用する第38条

算一〇8柴において準用する纂38条

第129柴において準用する第38条

算73条第5号及び駕6号

算78条第2項

卸9燥第5項及び箪6項

第99条第2：項

第113条艶1項岬算3項

算114条第1項及び露2項

第”8条算4項及び第5項

算137条節4項及び第5項

第139桑驚8項

算145条

第1δ9条において準用する篤1弱条

笥53条

蟹1ε9条において準用する第153条

節55条

算169条において準用する繁155条

算162条箪6項及び第7項

第1時条第9項

算“条露1項

第64柴において準用する第11条第1項

算85柴‘こおいて準用する第”条第1項

寮12条

算64条において準用する第12条

第85条において準用する第12条
介穫保検法

P15条の14

指定地域密葺型介護予防サー
rスの亭実の人員、設偏及び運

c並びに指定地域密着型介護
¥防サーピ刃こ係る介壊予防
ﾌための効果的な支援の方法

ﾉ関する甚準

第33柴

第64条において準用する第3諌

第85柴において準用する第33条

第3壕

第6繰において準用する第3壕

第85条において準用する鱒壕
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●地方分権一括沫における祖拠法令 ●対象賓令名 ●条項

第53条

第6フ染筆2項
介護保険法

P15条の14

指定地域密着型介護予防サー
rスの事案の人員、設備及び運

c並びに指定地域密着型介護
¥防サービスに係る介護予防
ﾌための効果的な支援の方塗

ﾉ関する基準

筆77条

第88条第2項

④利用定員「従うべき基準」

鋸42条第2項

介護保険法

V8条の4

指定地域密着型サービスの事

ﾛの人員、設備及び運営に関す

驫譓�
第46条第1項

第66条

第5条第2項

介護保険法
嘯P5柴の14

指定地域密着型介護予防サー
rスの事案の人員、設備及ぴ運

c並びに指定地域密着型介護
¥防サービスに係る介瞳予防
ﾌための効果的な支援の方法

ﾉ関する基準

第9条第1項

第47条

⑤利用定員r標準」

第105条の6

第123柴
介護保険法74条

指定居宅サーゼス等の章集の

l員、股僚及び運営に関する基

� 第140柴の5において準用する第123条

★第140条の29

知3て条

介護保険法
P15条の4・

指定介護予防サーゼス等の事
ﾆの人員、設備及び運営並びに

w定介護予防サービス等に係
驩諟�¥防のための効果的な
x援の方法に関する蕊準

第154条において準用する第131条

★第182条

第93条第1項及び第2項
介護像険法78条の4

指定地蟻据苗型サ→ビスの事

ﾄの人員、設備及び連言に関す

驫譓� 附則第7条

第73条第1項及ぴ第2項（入居定員に像る部分に限る．）

介護保険法1悠豪の14

指定地域密着型介護予防サー
rスの事粟の人員、設備及び運

c並びに指定地域密着型介護
¥防サービスに係る介護予防
ﾌための効薬的な支援の方法
ﾉ関する基準

附則第7条

老人福祉算段及び措定地域覆着型介護老人㎜絵の居室定員は覗行の4人から1人に載正．※指定介護
i指】富介護老人福祉施鍛1の人員、設備及び運営に聞する芒準擁3乗篤1項劃匡1号イ・指定地域密着型サービスの享楽の人員、澱循及び運営に関する茜準第132乗算1項繁1号イ）
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2（号外第218号）
幸艮官金曜日平成23年10月7目

省

令

0
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
七
号

　
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
主
性
及
び

自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生

労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
子

　
　
　
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

　
　
　
の
一
部
の
施
た
に
伴
う
早
生
労
　
小
関
系
小
－
　
．
囲
に
謁
　
　
、
刀

　
ー
ノ
’
．
　
　
　
　
雪
　
　
　
　
．
、
、
　
　
　
一
　
口
■

　
条
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

　
目
、
■
「
第
十
四
条
の
三
」
を
「
第
十
四
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　
第
一
　
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
趣
旨
）

第
一
条
　
児
立
　
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
〉
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚

　
生
労
働
省
令
で
『
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
r
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
一
　
法
第
四
十
五
条
　
｝
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
培
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
を
定
め
る
に
当
た
つ
　
従
う
べ
き
基
準
　
第
八
条
た
だ
し
書
（
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職

　
　
員
に
係
る
部
分
に
限
る
　
、
第
卜
七
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
士
…
条
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十

　
　
七
条
、
第
二
十
七
条
の
二
枕
一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
第
．
墳
、
第
三
十
三
条
第
｝
項
（
第
三
十
条
第

　
　
、
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
　
　
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
第

　
　
、
項
、
第
四
十
三
条
、
第
七
十
■
　
、
第
七
卜
五
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
条
、
第
八
十
…
条
第
一
項
、
第
八

　
　
十
二
条
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
ノ
　
の
三
、
附
則
第
九
十
条
並
び
に
附
則
第
九
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
六
項

　
　
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
二
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
　
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
　
　
条
た
だ
し
書
（
入
所
し
て
い
る
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有

　
　
の
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
第
　
号
（
寝
室
及
び
観
察
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
及

　
　
び
第
三
号
、
第
二
十
条
第
…
号
（
乳
幼
児
の
養
育
　
た
め
の
専
用
の
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
、

　
　
第
二
十
六
条
第
…
号
（
母
子
室
に
係
る
部
分
に
限
る
　
、
第
二
号
（
母
子
室
を
］
世
帯
に
つ
き
一
室
以
上
と
す

　
　
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
、
第
三
十
二
条
第
一
号
　
乳
児
室
及
び
ほ
ふ
く
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第

　
　
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
　
万
（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
を
含
む
。
）
、
第
三
号
（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
　
励
合
を
含
む
。
）
、
第
五
号
（
保
育
室
及
び
遊
戯

　
　
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
　
　
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
号
（
保
育
室
及

　
　
び
遊
戯
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
×
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
融
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
一
条
第

　
　
一
号
（
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
　
．
㎜
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
号

　
　
（
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
X
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
玄
　
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
四
条
第

　
　
一
号
（
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
（
面
積
に
係
る
部
分
に
匡
　
。
）
並
び
に
附
則
第
九
十
四
条
第

　
　
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
　
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
、
第
十
…
　
、
第
十
四
条
の
二
、
第

　
　
十
五
条
、
第
十
九
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
第
二
篭
　
調
理
設
備
に
係
る
部

　
　
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第
三
十
条
第
二
　
こ
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
×
第
三
十
条
第
一
項
に
お
　
　
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
一
条
の
二
（
第
三
十
条
第
］
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
　
三
十
五
条
、

　
　
第
四
十
一
条
第
皿
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
z
蛎
合
を
含

　
　
む
。
）
並
び
に
第
七
十
四
条
第
一
号
（
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
四
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
『
．
■
府

　
　
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
三
号
に
定

　
　
規
定
に
よ
る
基
準
及
び
第
八
章
か
ら
第
九
章
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
　
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
（
特
定
児
童
福
祉
　
設
に
つ
い
て
は
、
中
核
市
）
」
と
読
み
替
え
る
も

　
の
と
す
る
。

3
　
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
ド
「
児
一
　
．
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

　
第
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
　
」
、
同
条
第
二
項
中
都
道
府
県
知
事
」

　
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
第
、
、
条
中
「
都
道
府
　
．
、
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設

　
置
市
が
」
と
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
■
　
と
、
第
三
条
第
一
項
中
「
都
道

　
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
「
法
第
八
条
第
　
頁
に
規
定
す
る
都
道
府
県
児
童

　
福
祉
審
議
会
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
　
　
ハ
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七

　
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
方
社
　
、
・
ヨ
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）

　
に
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
調
査
審
議
さ
せ
る
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
地
方
社
会
、
一
並
審
議
会
）
」
と
あ
る
の

　
は
「
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
　
　
と
、
同
条
第
二
項

　
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
三
十
五
条
中
「
、
こ
れ
を
定
め
る
」
を
「
定
め
る
指
針
に
従
う
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
第
九
号
及
び
第
十
号
並
び
に
第
八
十
…
条
第
一
項
第
四
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
」
　
」
削
る
。

　
第
九
卜
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
三
号
、
第
四
十
三
条
第
三
号
及
び
第
八
十
二
条
第
三
号
」
を
　
珊
二
十
八

十
八
条
第
二
項
第
六
号
イ
、
第
四
十
二
条
第
四
項
、
第
四
十
＝
、
条
第
四
号
、
第
七
十
五
条
第
三
項
、
第
八
十
条

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

条
第
五
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
四
号
、
第
四
十
三
条
第
八
号
及
び
第
八
予
二
条
第
七
号
に
改
め
、
｝
　
第
二

項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
号
及
び
第
八
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
　
　
三

項
及
び
第
八
十
二
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

2
　
設
備
運
営
基
準
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
属
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
が
、
明
る
く
て
、

　
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
児
童
福
祉
施
設
の
長
を
含
む
。

　
　
下
同
じ
。
）
の
指
導
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
し
て
、
社
会
に
適
応
す
る
よ
う
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保

　
障
　
る
も
の
と
す
る
。

3
　
厘
、
労
働
大
臣
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
し
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
　
．
「
最
低
基
準
は
、
」
を
「
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
基
準
（
以

下
「
最
低
．
“
．
　
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
属
す
る
」
に
改
め
「
（
児
童
福
祉
施
設
の
長
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
ご
　
　
削
る
。

　
第
三
条
第
二
項
　
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

2
　
都
道
府
県
は
、
　
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
．

　
第
一
草
中
第
十
四
　
　
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
十
四
条
の
四
　
地
方
自
治
、
、
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
…
項
の
指
定
都

　
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
　
つ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
ぽ
指
定
都
市
」

　
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
、
、
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
二
条
中
「
都
道
府
県
が
」

　
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
が
」
と
　
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
三
条
第
｝
項

　
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
　
旨
定
都
市
の
市
長
」
と
「
都
道
府
県
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
に
」

　
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
」
と
　
る
の
は
「
指
定
都
市
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

2
　
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
．
、
条
の
二
十
、
　
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第

　
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
　
B
道
府
県
（
助
産
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
又
は
保
育
所
（
以

　
下
「
特
定
児
童
福
祉
施
越
と
い
う
。
）
に
つ
い
　
ま
、
中
核
市
ご
と
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

　
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
特
定
児
童
福
祉
施
設
r
つ
い
て
は
、
中
核
市
の
市
琶
」
と
、
第
二
条
中
「
都
道
府
県

　
が
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
（
特
定
児
童
福
祉
施
一
ご
こ
つ
い
て
は
、
中
核
市
）
が
」
と
「
都
道
府
県
知
事
」
と

　
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
特
定
児
童
福
祉
施
設
に
　
、
て
は
、
中
核
市
の
市
長
ご
と
、
第
三
条
第
一
項
中
都

　
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
特
定
児
醒
蜀
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、
中
核
市
の
市
長
）
」
と
「
都

　
道
府
県
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
（
特
定
児
童
福
祉
施
一
一
に
つ
い
て
は
、
中
核
市
）
に
」
と
、
同
条
第
二
項

　
中
「

第
二
条
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次

　
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

　
　
第
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
　
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
　
　
法
第
十
ヒ
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自

　
　
　
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
…
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

　
　
　
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
士
…
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
．
）
に
あ

　
　
　
つ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き

　
　
　
基
準
　
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
　
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
一
条
第
三
項
第
｛
号
及
び
第
四
項
第
一
号
ロ
並
び
に
附
則
第
二
項

　
　
　
（
第
卜
一
条
第
四
項
第
一
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
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三
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
九
条
の

　
　
　
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
五
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
　
　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規

　
　
　
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
十
一
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の

　
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
…
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中

　
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
人
年
法
律
第
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

　
　
う
。
）
第
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

　
　
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自

　
　
　
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
↓
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

　
　
　
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
、
一
条
の
二
十
…
…
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ

　
　
　
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き

　
　
　
基
準
　
第
五
条
（
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六

　
　
　
条
（
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
、
第
十

　
　
　
六
条
第
七
項
、
第
三
十
七
条
第
八
項
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
　
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
六
条
（
第
十
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
七
条
第
七
項
並
び
に
第
六
十
二
条
第
八
項
の
規

　
　
　
定
に
よ
る
基
準

　
　
二
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
皿
号
ハ
、
第
三
十
五
条
第
四

　
　
　
項
第
一
号
イ
㈲
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
］
号
ハ
、
第

　
　
　
六
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
㈲
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
（
第
十
一
条
第

　
　
　
四
項
第
一
号
ハ
及
び
第
五
十
五
条
第
四
項
第
一
号
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
六
条
第
八
項
、
第
二
十
二
条
第

　
　
　
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
（
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三

　
　
　
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お

　
　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
項
（
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
　
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
九
項
、
第
五
十
七
条
第
八
項
並
び
に
第
六
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項

　
　
　
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、

　
　
　
前
三
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
十
一
条
第
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
モ
ニ
条
の
十
九
第
一
項
の

　
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中

　
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
及

　
び
第
五
十
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
四
人
以
下
」
を
「
｝
△
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
六
条
中
「
老
人
福
祉
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
￥
　
　
ノ
　
　
　
日
只
　
　
　
⊥
口

第
四
条
　
職
業
能
力
開
　
f
童
　
　
　
』
　
。
旧

　
す
る
。

　
　
第
三
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
、
三
条
の
二
を
第
三
条
の
三
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
『
条
を
加
え
る
。

　
（
こ
　
　
　
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
一
一
一
条
の
二
　
注
　
　
　
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

　
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
｝
　
　
す
る
。

　
｝
　
主
と
し
て
知
識
を
習
得
す
る
た
品
　
了
わ
れ
る
職
業
訓
練
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
準
ず
る
賠
一
－
集
で
あ
る
こ
と
。

　
三
　
そ
の
教
科
の
全
て
の
科
目
に
つ
い
て
簡
易
な
設
備
　
　
　
　
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
第
三
条
の
三
の
次
に
次
の
｝
条
を
加
え
る
。

　
（
法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
三
条
の
四
　
法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
職
業
を
転
換
し
よ
う
　
　
　
労
働

　
．
■
華
こ
寸
　
　
皇
、
　
鈎
勺
よ
哉
．
訓
！
．
　
　
　
　
L
。

　
（
指
定
居
宅
サ
f
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十

　
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
…
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
｝
条
　
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
卜
三
号
。
以
下
「
法
」

　
　
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第

　
　
七
十
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
　
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
法
第
四
十
二
条
第
…
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
百
σ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
条
第
四
号
（
第
五
十
八

　
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百
三
十

　
条
第
六
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
卜
条
の
二
十
七
、
第
百
四

　
十
条
の
二
十
八
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
五
条
の
二

　
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
百
四
十
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
ロ

　
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条

　
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
四
士
二
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、

　
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
四
十
三
条
、

　
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

　
第
三
十
七
条
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
（
第
百
四
卜
条
の
三
十
二
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用

　
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

　
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
百
四
十
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
五
条
、
第
六
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十
条
第
四

　
号
、
第
六
十
条
、
第
六
十
．
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
五
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
四
条
、
第
百
五
条
の

　
四
、
第
百
五
条
の
五
、
第
百
十
一
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
三
十
条
第
六
項
、
第
百
四
十

　
条
の
八
第
七
項
、
第
百
四
十
条
の
十
一
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
五
十
五
条
の
十
の

　
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
、
第
百
九
卜
二
条
の
四
、
第
百
九
十
二
条
の
五
、

　
第
百
九
十
四
条
、
第
百
九
十
五
条
、
第
二
百
八
条
並
び
に
第
二
百
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

四
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

五
　
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
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（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、

第
六
条

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
基
本
方
針
（
第
一
条
）
」
を
「

　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
百
五
条
の
七
第
一
項
（
専
用
の
部
屋
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

　
第
二
項
、
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
六
項
第
一
号
ロ
、
第
百
四
十
条
の
四

　
第
六
項
第
一
号
イ
箇
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
（
療
養
室
に
係
る
部

　
分
に
限
る
。
）
、
第
二
号
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
号
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
号

　
イ
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
五
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
（
療
養
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

　
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
三
条
（
第
百
二
十
四
条
第
六
項
第
一
号

　
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
八
条
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
八
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第

　
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
九
条
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
士
二
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
十
九
、
第

　
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第

　
百
五
十
五
条
の
レ
ニ
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
レ
六
条
に
お
い
て
準
用

　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
三
条
（
第
五
十
四
条
、
第
七
テ
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十

　
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
十
九
、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用

　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

　
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
三
十
七
条
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
｝
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
十
九
、

　
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
第

　
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
f
二
、
第
二

　
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
（
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪

　
問
看
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
百
五
条
の
八
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
第

　
一
項
（
第
百
四
十
条
の
十
三
及
び
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
三
十
条
第
七
項
、
第
百
四

　
十
条
の
七
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
四
十
条
の
八
第
八
項
、
第
百
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
四

　
十
八
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
条
第
六
項
、
第
百
五
十
五

　
条
の
六
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
五
十
五
条
の
七
第
七
項
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

　
百
七
十
九
条
第
一
項
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
百
九
十

　
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
三
条
第
四
項
（
第
百
九
七
二
条
の
十
二
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

　
に
第
百
九
十
二
条
の
七
第
｝
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
百
五
条
の
六
及
び
第
百
二
十
三
条
（
第
百
四
十
条
の
五
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
条
第
二
項
各
号
及
び
第
七
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
条
例
を

　
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る

　
基
準
以
外
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
…
部
改
正
）

　
　
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
渠
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）

六
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

ヒ
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

八
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

九
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
七
卜
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
十
二

趣
旨
及
び
基
本
方
針
（
第
一
条
・
第
一
条
の
二
ご
に
改
め
る
。

　
　
第
一
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
一
章
趣
旨
及
び
基
本
方
針

　
　
第
一
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
法
」
と
い
う
。
）

　
　
第
八
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

　
　
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
｝
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
二
条
、
第
十
三
条
第
七
項
、
第
二
十
一
条
（
第
四
十
九
条
に
お
い

　
　
　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
八
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

　
　
基
準

　
　
二
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
三
条
第
｝
項
第
一
号
ロ
、
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
㈹
（
床
面

　
　
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
（
第
三
条
第
一
項
第
｝
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

　
　
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
四
条
第
一
項
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
　
　
第
四
条
の
二
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
三

　
　
条
第
八
項
、
第
十
九
条
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
（
第
四
十
九
条
に
お

　
　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
、
）
、
第
四
十

　
　
　
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ

　
　
　
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
三

　
　
　
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
二
条
中
「
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
．
）
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
四
人
以
下
」
を
「
．
ム
に
改
め
る
。

　
　
第
三
モ
八
条
中
「
第
一
章
」
を
「
第
、
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
長
一
年
厚
生
省
令
第
四

　
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
基
本
方
針
（
第
］
条
）
」
を
「
趣
旨
及
び
基
本
方
針
（
第
皿
条
●
第
｝
条
の
二
）
」
に
改
め
、
第
一
章
の
章

　
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
一
章
趣
旨
及
び
基
本
方
針

　
　
第
｝
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

　
　
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
室
、
診
察
室
及
び
機
能
訓
練
室
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
及

　
　
び
看
護
師
の
員
数
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
療
養
室
、
診
察
室
及
び
機
能
訓
練
室
の
基
準
　
第
三
条
（
療
養
室
、
診
察
室
及
び
機
能
訓
練
室
に
係
る
部
分

　
　
　
に
限
る
。
）
、
第
四
十
…
条
（
療
養
室
、
診
察
室
及
び
機
能
訓
練
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
四
条
、
附

　
　
　
則
第
八
条
か
ら
附
則
第
十
一
条
ま
で
、
附
則
第
十
三
条
、
附
則
第
十
四
条
、
附
則
第
十
五
条
第
一
項
及
び
附
則

　
　
　
第
十
六
条
（
機
能
訓
練
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
．
一
医
師
及
び
看
護
師
の
員
数
の
基
準
　
第
二
条
（
医
師
及
び
看
護
師
の
員
数
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

　
　
　
よ
る
基
準

　
2
　
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
法
第
九
十
七
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
　
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
二
条
（
医
師
及
び
看
護
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二

　
　
　
十
三
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
卜
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

　
　
　
よ
る
基
準
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二
　
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
五
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
　
　
第
五
条
の
二
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条

　
　
　
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
七
項
、
第
三
十
二
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て

　
　
　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第

　
　
　
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の

　
　
　
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う

　
　
　
ち
、
第
一
項
各
号
及
び
前
二
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
二
条
中
「
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
卜
九
条
中
「
第
一
章
」
を
「
第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

　
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
法
」

　
　
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
．

　
　
一
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
］
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

　
　
　
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
六
条
、
第
七
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五

　
　
　
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
七
条
、
第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
、
第
九
十
条
か

　
　
　
ら
第
九
十
二
条
ま
で
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
、
第
百
三
十
一
条
（
第
十
四
項
を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
九
条

　
　
　
第
七
項
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
六
十
三
条
第
八
項
、
第
百
六
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
附
則
第
二
条
、

　
　
　
附
則
第
三
条
、
附
則
第
五
条
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
　
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
、
…
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

　
　
　
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
六
十
七
条
第
↓
項
（
宿
泊
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二

　
　
　
項
第
二
号
ロ
、
第
九
十
三
条
第
二
項
（
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
…
項
第

　
　
　
、
号
ロ
、
第
百
六
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
矧
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
｝
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

　
　
　
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
四
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
の

　
　
　
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
…
…
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

　
　
　
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
九
条
第
一
項
（
第
六
十
］
条
、
第
八
卜
八
条
、
第
百
八
条
、
第

　
　
　
百
五
卜
七
条
及
び
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
（
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八

　
　
　
条
、
第
百
八
条
、
第
百
五
十
七
条
及
び
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
、

　
　
　
第
三
十
四
条
（
第
六
十
｝
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
　
む
。
）
、
第
三
十
八
条
（
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
　
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
三
条
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
七
十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、

　
　
　
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
十

　
　
　
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
三
十
九
条
第
八
項
、
第
百
四
十
五
条

　
　
　
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
三
条
（
第
百
六
卜
九
条
に
お
い
て
準
用
す

　
　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
二
条

　
　
　
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
百
六
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
五
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

　
　
　
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規

　
　
　
定
に
よ
る
基
準

　
　
六
　
法
第
七
十
八
条
の
四
第
．
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項

　
　
　
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前

　
　
　
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
百
三
卜
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
四
人
以
下
」
を
「
一
ム
に
改
め
る
。

　
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

　
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る

　
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
…
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
f
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
法
」

　
　
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る

　
　
法
第
百
十
五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
　
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
七
条
第
四
号
（
第
六

　
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
±
二
条
、

　
第
百
四
十
五
条
第
六
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
条
、
第
百
八
十
一

　
条
、
第
二
百
六
十
七
条
（
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
七
十
九
条
の
規
定

　
に
よ
る
基
準

　
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
…
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
百
八
十
三
条
第
、
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
ロ
並
び

　
に
附
則
第
四
条
（
第
百
八
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五

　
条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百

　
十
五
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
（
第
四
十

　
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
卜
五
条
、
第
百
八
f
五
条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

　
第
三
十
五
条
（
第
四
十
五
条
、
第
六
十
一
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
八
卜
五
条
及
び
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
六
条
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
百
四
十
五
条
第

　
七
項
（
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
百
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
五
条
、
第
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
七

　
条
第
四
号
、
第
六
上
二
条
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
、
第

　
百
卜
七
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
、
第
百
四
十
五
条
第
六
項
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

　
第
百
六
十
一
条
第
七
項
、
第
百
八
十
七
条
、
第
二
百
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
三
十
一
条
、
第
二
百

　
三
卜
二
条
、
第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
五
卜
六
条
、
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
七
条
、
第
二
百
八
十

　
二
条
並
び
に
第
二
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
百
十
八
条
第
｝
項
、
第
百
三
十
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第

　
六
項
第
一
号
ロ
、
第
百
五
十
三
条
第
六
項
第
一
号
イ
倒
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
八
十
八
条
第

　
一
項
第
一
号
（
療
養
室
に
係
る
部
分
に
限
盗
、
）
、
第
二
号
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
号
（
病
室
に

　
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
号
イ
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
五
条
第
一
項
第
一
号
（
療
養
室

　
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
二
条
（
第
百

　
三
十
二
条
第
六
項
第
↓
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
八
条
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
基

　
準

三
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
暦
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

四
　
法
第
五
十
四
条
第
｝
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

五
　
法
第
百
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が

六
　
法
第
百
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
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（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

　
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

　
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
卜
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

　
三
十
六
量
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。

　
　
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
八
条
第
一
項
（
第
五
長
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、

　
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

　
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
（
第
五
十
五
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百

　
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二

　
百
f
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

　
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
一
条
（
第
五
十
五
条
、
第
七
卜
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、

　
第
百
七
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
テ
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

　
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第

　
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
卜
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
卜
五
条
（
第
五
十
五
条
、

　
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
七
条
、
第
百
、
一
十
三
条
、
第
百
四
卜
二
条
（
第
百
五
十
九

　
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
五
条
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
、
第
七
十
条
、
第
七
長
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
（
第
百
五
十
九
条

　
及
び
第
百
九
十
五
条
第
二
百
卜
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
百
三
十
六
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
五
条
第
七
項
、
第
百
六
十

　
一
条
第
八
項
、
第
百
九
十
一
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二

　
百
条
第
六
項
、
第
二
百
十
．
一
条
第
七
項
、
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
百
三
十
五
条
第

　
一
項
及
び
第
二
項
（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
九
条
（
第
二
百
六

　
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
百
五
長
八
条
第
↓
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

　
る
基
準

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
百
三
十
一
条
（
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
十
四
条
第
二
項
各
号
及
び
第
百
十
五
条
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
、
都
道
府
県

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規

　
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

ヒ
　
法
第
百
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が

八
　
法
第
百
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が

九
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
百
卜
五
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五

　
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
、
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
．
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
六
条
、
第

八
条
、
第
十
条
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
附
則
第
二
条
、

附
則
第
三
条
、
附
則
第
五
条
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
四
十
八
条
第
一
項
（
宿
泊
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

二
項
第
二
号
ロ
並
び
に
第
七
卜
三
条
第
二
項
（
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
隆
舌
自
・
　
、
．
．
之
‘
、
く
手
阪
’
　
ネ
ー
ビ
ス
2
一
・
；
　
　
’
一
“
一
｛
　
・
冗
、
一
一
．
．
る

　
　
部
改
正
）

第
十
　
　
　
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

　
基
準
（
皿
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
【
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
、
条
欧
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
障
害
者
　
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
、
．
十
．
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二
項
及

　
　
び
第
四
十
三
条
範
　
　
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

　
　
該
各
号
に
定
め
る
規
｛
，
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
法
第
三
十
条
第
一
項
　
、
一
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
　
　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
　
従
う
べ
き
基
準
　
第
四
十
四
条
（
第
四
卜
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
　
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
五
条
（
　
　
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
（
第

　
　
　
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
・
」
限
る
。
）
、
第
九
十
四
条
第
三
号
、
第
九
十
四
条
の
二
第
四
号
、
第
百
六

　
　
　
十
条
第
三
項
（
第
二
百
六
条
に
お
い
≦
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
六
十
三
条
第
三
号
、
第
百
七
十
二
条

　
　
　
　
　
、
第
二
百
三
条
第
一
．
項
、
第
二
百
一
．
条
及
び
第
二
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
二
　
法
弟
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
　
　
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
　
　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
　
　
・
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
一
　
、
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
　
　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
九
　
　
一
．
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
六
条

　
　
　
並
び
に
第
二
百
二
十
三
条
第
、
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
　
る
．
）
、
第
十
一
条
（
第
四
十
八
条
第
一
項
及

　
　
　
び
第
二
項
、
第
二
百
六
条
並
び
に
第
二
百
二
卜
三
条
第
一
項
に
、
　
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
百
六
条
並
び
に
第
…
　
　
一
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
　
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
五
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に

　
よ
る
基
準

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
｝
条
第
…
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
六
f
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
三
十
三
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
（
第
六
十

　
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
、
第
六
卜
七
条
第
二
項
、
第
七
十

　
七
条
及
び
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
七
卜
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
入
居
定
員
に
係
る
部

　
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、

　
前
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
　
　
土
　
　
　
　
▼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
口
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臼
■

四
　
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

五
　
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

六
　
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
．
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事

　
条
（
第
四
十
八
条
第
］
項
及
び
第
二
項
、

　
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
（
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
一
　
六
条
並
び
に
第
二
百
二
十
三
条
第

　
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
七
条
（
第
四
十
八
条
第
　
頁
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
、
第
七
十
三
条
（
第
二
百
六
条
並
び
に
第
二
百
…
十
三
条
第
二
項
及
び
　
　
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
八
十
三
条
第
六
項
（
第
二
百
二
十
三
条
第
二
’
，
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
に
限
る
。
）
、
第
八
長
五
条
（
第
二
百
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
．
、
第
百
六
十
条
第

　
四
項
（
第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
　
　
合
に
限
る
。
）
、

　
第
二
百
三
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
九
十
四
条
の
二
第
二
号
、
第
百
二
十
五
条
の

　
項
第
二
号
及
び
第
二
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

四
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
弩
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
　
　
道
府
県
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四
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
十
条
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
ヒ
条
（
第
五
十
五
条
、
第

　
　
　
七
卜
条
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
卜
九
条
第
三
項
、
第
四
十
条
第
二
項
第

　
　
　
、
十
五
条
、
第
六
十
一
条
及
び
第
七
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
七
十
三
条
、

　
　
　
　
十
六
条
第
二
項
（
第
八
セ
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
卜
九
条
の
規
定
に
よ
る
基

　
　
　
準

　
　
五
　
法
主
k
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
　
　
が
条
例
　
疋
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規

　
　
　
定
に
よ
る
、
準
以
外
の
も
の

　
　
第
五
十
八
条
第
　
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

　
の
指
定
都
市
（
以
下
　
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
り
．
十
二
第
一
項
の

　
中
核
市
（
以
下
こ
の
エ
）
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」

　
に
改
め
る
．

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
、
、
く
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
f
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
障
害
者
自
立
支
援
吐
に
基
づ
く
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

　
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
　
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
｛
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
．
　
七
年
法
律
第
百
、
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
二
項
の

　
　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
　
　
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準

　
　
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
ス
　
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
司
条
第
二
項
第
｝
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方
自

　
　
　
治
法
（
昭
和
．
一
長
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
．
弟
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
条
に

　
　
　
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
■
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
条
に

　
　
　
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
　
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条

　
　
　
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
九
　
及
び
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
．
．
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
　
ハ
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
二
条
、
、
一
　
五
条
及
び
第
卜
七
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
　
　
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
七
条
の
規
　
．
」
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
弟
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
　
　
二
号
を
除
ぐ
、
）
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項

　
　
　
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
　
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、

　
　
　
前
三
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
　
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
　
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

　
省
令
第
百
七
十
六
号
）
の
｝
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
　
、
う
。
）
第
八
十
条
第
二
項
の

　
　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
福
祉
ホ
f
ム
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
，
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
一
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
　
都
道
府
県
（
地
方
自

　
　
　
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
　
．
（
以
下
こ
の
条
及

　
　
　
び
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
　
　
一
第
一
項
の
中
核

　
　
　
市
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
’
　
市
又
は
中
核

　
　
　
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
条
　
　
定
に
よ
る

　
　
　
基
準

　
　
　
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
　
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
九
条
第
一
項
（
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
第
　
号
ロ

　
　
　
並
び
に
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
弟
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
　
　
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

　
　
　
　
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
規

　
　
　
定
評
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
三
条
■
二
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指

　
定
都
市
（
以
　
」
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核

　
市
（
以
下
こ
の
珀
」
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」
に

　
改
め
る
。

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
　
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
　
障
害
者
自
立
　
　
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

　
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
）
　
　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
　
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
四
条
第
二
項

　
　
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
　
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定

　
　
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
　
｝
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
　
司
条
第
一
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
地
方

　
　
　
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
こ
の
条

　
　
　
及
び
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
　
、
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
卜
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中

　
　
　
核
市
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
第
三
項
に
お
い
　
　
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中

　
　
　
核
市
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
　
　
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
五
条
、
第
十
｝
条

　
　
　
（
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
六
号
ロ
を
除
く
。
）
、
第
十
二
　
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
六
項

　
　
　
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
　
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
・
ア
L
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
卜
条
第
一
項
（
居
室
地
糸
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
第
二
号

　
　
　
ハ
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
三
　
法
第
八
十
四
条
第
…
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
｝
．
項
第
三
号
に
掲
伍
　
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
二
十
一
条
第
七
項
、
第
二
f
一
第
四
項
、
第
二
十
四
条
、
第
三

　
　
　
十
三
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
卜
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
四
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
－
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

　
　
　
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
標
準
と
す
べ
き
基
準
　
第
九
条
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
　
　
び
第
六
号
ロ
並
び
に

　
　
　
第
ト
ニ
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
　
五
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
工
一
つ
い
て
都
道
府

　
　
　
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
　
号
に
定
め
る

　
　
　
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
　
第
四
条
第
三
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
　
頁
の
指

　
定
都
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
　
　
核

　
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
」
を
「
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
」
　
」

　
　
　
附
　
興

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
目
（
以
下
「
施
行
目
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、

　
老
人
福
祉
法
へ
昭
和
三
↑
八
年
法
律
第
百
三
十
三
量
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
が
制

　
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

　
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
特
養
基
準
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
五
十

　
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
特
養
基
準
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
五
十
五
条

　
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
一
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
す
る
．

2
　
前
項
の
条
例
の
制
定
施
行
の
際
現
に
存
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
t
ム
（
基
本
的
な
設
備
が
完
成
し
て
い
る
も
の
を

　
含
み
、
当
該
条
例
の
制
定
施
行
の
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
新
特

　
養
基
準
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
五
十
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

　
新
特
養
基
準
第
十
…
条
第
四
項
第
．
号
イ
及
び
第
五
十
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
一
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以

　
下
」
と
す
る
。
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（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

第
三
条
　
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

　
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け

　
る
当
該
都
道
府
県
に
係
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

　
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

　
て
は
、
同
号
イ
中
「
一
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
す
る
。

2
　
前
項
の
条
例
の
制
定
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
を
受
け
て

　
い
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
当
該
条
例
の
制
定
施
行
の
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い

　
て
、
新
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
イ
中
、

　
ム
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
す
る
。

　
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は

　
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
八
条
の

　
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新

　
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
二
条
第
…
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

　
中
「
　
」
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
す
る
。

2
　
前
項
の
条
例
の
制
定
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
、
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
を
受
け

　
て
い
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
当
該
条
例
の
制
定
施
行
の
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
改
築
さ
れ
た
部
分
を

　
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
新
地
域
密
着
型
サ
f
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

　
お
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
　
一
人
」
と
あ
る
の
は
「
四
人
以
下
」
と
す
る
。

　
　
一
く
　
辛
芒
　
手
　
貝
O
　
P
巳

第
　
　
　
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
卜
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
　
，
十
三
号
、
第
六
条
の
八
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
十
八
第
二
項
第
六
号
、
第
三
十
六
条
の
三
十
五
第

　
↓
号
か
ら
第
一
　
　
で
の
規
定
並
び
に
第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
｝
項
第
六
号
及
び
第
二
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
最

　
低
基
準
」
を
「
児
血
■
　
止
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
号
様
式
及
び
第
　
　
、
式
中
「
前
条
の
最
低
基
準
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
基
準
」

　
に
改
め
る
。

　
（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
、
．
、
省
令
第
五
十
量
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
条
の
三
十
三
第
一
項
第
．
号
中
「
児
血
　
　
匝
設
最
低
基
準
」
を
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

　
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
・
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
十
ヒ
条
の
六
第
二
十
九
号
中
「
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
」
を
「
尻
　
一
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

　
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
（
薬
剤
師
法
施
行
規
則
の
｝
部
改
正
）

第
八
条
　
薬
剤
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
　
　
　
る
．
、

　
　
第
十
三
条
第
二
号
イ
中
「
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
」
を
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
　
　
る
基
準
」

　
に
改
め
る
．

　
（
健
康
保
険
法
等
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

第
九
条
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
…

　
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

　
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
の
｝
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
基
本
方
針
（
第
一
条
）
」
を
「
趣
旨
及
び
基
本
方
針
（
第
一
条
、
第
一
条
の
二
）
」
に
改
め
、
第
一
章
の
章

　
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
第
一
章
趣
旨
及
び
基
本
方
針

　
　
第
一
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
趣
旨
）

　
第
一
条
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第

　
　
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
卜
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護

　
　
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
上
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

　
　
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

　
一
　
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
二
条
、
第
二
卜
二
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
、
附
則
第
十
八
条
並
び
に
附

　
　
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
、
、
法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
　
第
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
五
条
第
二
項
第

　
　
一
、
号
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
偶
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
個

　
　
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
㈹
（
床
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
．
二
　
法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を

　
　
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
六
条
第
一
項
（
第
五
テ
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

　
　
六
条
の
二
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
六
条
第

　
　
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
七
項
、
第
三
十
条
（
第
五
f
条
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
六
項
及

　
　
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

　
四
　
法
第
百
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い

　
　
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
三
号

　
　
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

　
ヲ
ニ
；
偵
匡
、
、
　
！
柔
　
　
　
　
　
　
、
　
　
ヌ
・
工
！
ん
　
…
ヨ
　
　
下
．
る
　
　
一
　
　
　
詰
　
レ
」
　
　
　
　
　
、
プ
　
　
一
■
■
力
渉

　
第
七
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
ド
「
法
」
と
い
う
．
）
」
を
「
法
」
に
改

め
る

　
第
三
十
ヒ
条
中
「
第
一
章
」
を
「
第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
（
　
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
　
　
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
ヒ
条
第
一
項
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

　
の
を
定
　
　
省
令
（
平
成
十
皿
年
厚
生
省
令
第
四
卜
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
号
中
　
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
」
を
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
杢
、

　
（
厚
生
労
働
省
糸
、
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
厚
生
労
働
ノ
　
．
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
百
七
条
第
四
士
一
　
、
第
七
百
十
三
条
第
長
六
号
及
び
第
ヒ
百
四
十
二
条
第
十
九
号
中
「
児
童
福
祉
施
設
最

　
低
基
準
」
を
「
児
童
福
祉
確
“
一
一
　
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
（
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
　
一
×
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適

　
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
A
　
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
　
　
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び

　
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
　
，
一
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
の
㎜
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
の
見
出
し
及
び
第
二
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
■
”
　
基
準
」
を
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

　
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
’
　
計
に
関
す
る
省
令
の
…
部
改
正
）

第
十
一
一
一
条
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
　
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生

　
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
五
条
第
十
号
イ
及
び
ロ
中
「
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
」
を
「
児
　
　
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

　
る
基
準
」
に
改
め
る
。

O
国
土
交
通
省
令
第
七
十
五
号

　
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
、
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
国
土
交
通
・
粗
織
令
（
平
成
十
二
年

政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
　
　
す
る
た
め
、
地
方

整
備
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
一
二
年
十
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
前
　
　
、
志

　
　
　
地
方
整
備
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
地
方
整
備
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号
）
の
、
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。


